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南和広域医療企業団人事行政の運営等の状況 

南和広域医療企業団職員（構成団体からの派遣職員は除く）の任免、給与、勤務条件などの概要をお知

らせします。 

 

１ 任免及び職員数の状況 

（１） 職員の採用・退職の状況 

 

 

 

（２） 事由別退職者数 

 

 

（３） 再任用職員の任用状況 

 

 

２ 職員の人事評価の状況 

 

     
   

 

職種
平成31年４月１日

現在
期間中の退職者 期間中の採用者

令和2年4月１日

現在

医師・歯科医師 59人 12人 9人 56人

看護職 295人 18人 26人 303人

看護補助 24人 0人 0人 24人

医療技術職 96人 5人 14人 105人

教務職 9人 1人 2人 10人

事務職 25人 1人 9人 33人

合計 508人 37人 60人 531人

※育児休業、休職中の職員を含む

（令和元年度）

定年退職 勧奨退職 普通退職 その他 合計

4人 1人 31人 1人 37人

１－３－１ （令和２年４月１日現在）

職種 医師・歯科医師 看護職 看護補助 医療技術職 教務職 事務職 合計

再任用職員数 0人 3人 0人 3人 0人 2人 8人

（注）再任用とは、地方公務員法の規定に基づいて、当企業団又は構成団体を定年退職した職員を、以前の勤務実績に基づいて

　　　１年を超えない期間を定めて再び当企業団に採用できる制度

目的 人材の育成、職員の意欲を引き出し、組織全体のモチベーションアップにつなげる。

評価方法 行動評価及び目標評価の2つの要素で5段階評価を実施し、1次評価者及び2次評価者

による複数評価を実施。

評価期間 令和元年6月1日～令和2年3月31日

対象者 全職員

評価結果の活用 人材育成、任用・給与その他の人事管理に活用

人事評価制度の概要
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３ 職員の給与の状況 

（１） 人件費の状況 

    

 

（２） 職員給与費の状況 

 

 

（３） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 

     

 

（４） 初任給の状況 

  

（令和元年度決算）

総費用

（Ａ）

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員給

与費比率（Ｂ／Ａ）

10,005,346,230円 4,806,696,733円 48.0%

給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

508人 1,897,689,838円 806,166,874円 798,735,246円 3,502,591,958円 6,894,866円

（注）１　職員数は、平成31年4月1日現在の給料支給人数

　　　２　職員手当は、退職手当を除く。

給与費職員数

（Ａ）

１人当たり給与費

（Ｂ／Ａ）

（令和元年度）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

医師・歯科医師 44.4歳 484,203円 1,070,074円

看護職 36.9歳 284,697円 361,705円

看護補助 45.8歳 238,731円 286,245円

医療技術職 41.6歳 306,751円 378,019円

教務職 49.7歳 394,948円 429,975円

事務職 37.1歳 274,200円 338,185円

（注）平均給与月額は、給料月額と諸手当の額を合計したもの

（平成31年4月1日現在）

区分 学歴 初任給

医師 大学6年卒 259,000円

大学卒 219,000円

短大3年卒 213,500円

薬剤師 大学6年卒 212,000円

大学卒 193,200円

短大3年卒 183,200円

大学卒 187,200円

高校卒 153,000円

看護師

医療技術職

事務職

（平成31年4月1日現在）
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（５） 職員の手当の状況 

① 期末手当及び勤勉手当 

 

 

② 退職手当 

 
 

③ その他手当 

 

（令和元年度）

支給割合 期末手当 勤勉手当

 6月期 　　　　　　1.3  月分 　　　　　　0.91  月分

12月期 　　　　　　1.3  月分 　　　　　　0.91  月分

計 　　　　　　2.6  月分 　　　　　　1.82   月分

・管理監督者加算　　　 25％

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　　　   5～20％

（令和元年度）

区分 自己都合 勧奨・定年

勤続年数20年 　　　　　19.6695　月分              26.3655　    月分

勤続年数25年 　　　　　28.0395　月分 　　　  33.27075　  月分

勤続年数35年 　　　　　39.7575　月分 　　　  47.709　      月分

最高限度額 　　　　    47.709　  月分 　　　  47.709　      月分

支給実績

1人当たり平均支給額 2,606,656円 17,314,582円

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された

　　　平均額

166,447,256円

（令和元年度）

手当名 内容及び支給単価等 支給実績 平均支給月額

医師免許を取得してから35年以内

（臨床研修を経た者にあっては、37年以内）

配偶者：6,500円

子：10,000円

父母等：6,500円

特定年齢の子：5,000円加算

地域手当 医師：16％ 58,856,702円 4,904,725円

住居手当 借家：上限27,000円 27,448,757円 2,287,396円

交通機関利用：実費

交通用具利用：通勤距離に応ずる

時間外勤務手当 勤務時間を超えて勤務した場合：25～75％割増 147,019,767円 12,251,647円

医師：20,000円～30,000円

医師以外：4,200円～5,900円

管理職員特別勤務手当 職責に応じ、1,500円～12,000円 0円 0円

夜間勤務手当 深夜（22時～翌5時）に勤務を割り振られた場合：25％加算 34,136,112円 2,844,676円

休日勤務手当 休日に勤務した場合：35％割増 5,382,010円 448,501円

管理職手当 職責に応じ、31,700円～122,800円 40,479,200円 3,373,267円

呼出手当：緊急に呼出を受けた場合

緊急手術手当：勤務時間外に緊急に手術を行った場合

救急コンサルティング手当：勤務時間外における救急患者等に対処するための

　　　　　　　　　　　　　専門診断業務に従事した場合

へき地診療所応援手当：へき地診療所での診療応援に従事した場合

深夜看護勤務手当：深夜に看護業務に従事した場合

専門看護師手当：専門看護師業務に従事した場合

認定看護師手当：認定看護師業務に従事した場合

ドクターヘリ搭乗手当：出動要請に基づきドクターヘリに搭乗した場合

訪問看護夜間待機・相談手当：平日夜間における訪問看護利用者からの呼出

　　　　　　　　　　　　　　待機及び相談業務

訪問看護休日待機・相談手当：週休日又は休日における訪問看護利用者から

　　　　　　　　　　　　　　の呼出待機及び相談業務

（注）平均支給月額は支給を受けた職員の平均支給額

10,377,063円

14,475,120円

3,924,227円

90,093,650円 7,507,804円

57,433,758円 4,786,147円

47,090,723円

173,701,444円

124,524,751円

初任給調整手当

扶養手当

通勤手当

宿日直手当

特殊勤務手当
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１） 勤務時間 

 

 

（２） 年次有給休暇の取得状況 

 

 

（３） 特別休暇の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

週勤務時間

主な勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

日勤 午前 8時30分 　午後 5時15分 1時間

準夜 午後 4時30分 翌午前1時15分 1時間

深夜 午前 1時15分 　午前9時00分 1時間

38時間45分

（令和元年）

付与人数 総付与日数 取得日数 平均取得日数 取得率

A B C C／A C／B

458 9,160日 2,562日 5.6日 27.97%

（注）当該年の全期間を在職した職員

内容 内容

公務・通勤による負傷、疾病 医師等の診断に基づく必要最低限の期間 結婚する場合 ７日を超えない範囲内で必要と認められる期間

上記以外（私傷病等） １８０日以内で医師等の診断に基づく必要最低限の期間 父母、配偶者及び子の祭日の場合（供養） 慣習上最小限度必要と認められる期間

感染症等による出勤停止 必要と認められる期間 忌引休暇 １日～１０日

災害による出勤困難 必要と認められる期間 夏季休暇 年間（７月～１０月）５日以内

被災時の家屋の復旧 必要と認められる期間 リフレッシュ休暇 連続する３日

交通機関の事故等による不可抗力の場合 必要と認められる期間 看護休暇
年間５日以内（時間単位で取得可）
９歳に達する日の最初の３月３１日までの間にある子が
２人以上の場合は１０日以内

裁判員等として官公署の呼出しに応ずる場合 必要と認められる期間 短期介護休暇
年間５日以内（時間単位で取得可）
要介護者２人以上の場合は１０日以内

骨髄提供する場合 必要と認められる期間 配偶者が出産する場合 ３日以内（時間単位で取得可）

ボランティア活動を行う場合 年間５日以内 育児参加をする場合 ５日以内（時間単位で取得可）

公民権を行使する場合 必要と認められる期間 養育する子が３歳に達するまでの期間

妊婦の通勤負担緩和 １日のうち１時間を超えない必要な時間
子が小学校３年生まで１週間で１８時間４５分を超えな
い範囲で１５分単位で取得可

妊娠時及び出産後１年以内で健診等を受ける場合 別に定める回数で１回につき必要な時間 連続する６月以内

産前の場合 出産予定日前の８週間（多胎児の場合は１４週間）
子が小学校就学の始期に達するまでの間、週の勤務時間
を１９時間２５分から２４時間３５分で設定

産後の場合 産前休暇日から１６週間（多胎児の場合は２２週間） 人間ドック等の受診 必要と認められる期間

生理休暇 その都度２日以内で必要と認められる期間 共済組合が主催するライフプラン講座等への参加 必要と認められる期間

保育時間 １日２回、１回につき３０分 その他企業長が認めるもの
必要と認められる期間
例：研修会への参加、講師として招聘等

休暇等の種類

職務免除

休暇等の種類

病気休暇

育児休業

部分休業

特別休暇

特別休暇

介護休暇

育児短時間勤務
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5 職員の休業の状況 

（１） 育児休業の状況 

 

 

（２） 介護休暇及び介護時間の状況 

① 介護休暇 

 

 

② 介護時間 

 

 

（３） 条例に基づく休業 

 

 

 

 

 

 

（令和元年度）

平成31年度中

に新たに取得

平成30年度か

ら継続取得
計

平成31年度中

に新たに取得

平成30年度か

ら継続取得
計

男性職員 0人 1人 1人 0人 0人 0人

女性職員 8人 8人 16人 9人 21人 31人

計 8人 9人 17人 9人 21人 31人

育児休業 部分休業

配偶者 実父母 子 養父母 祖父母 その他 全日型 時間型

男性職員 0人

女性職員 0人

計 0人

取得者数
要介護者の別 取得形式の別

（令和元年度）

配偶者 実父母 子 養父母 祖父母 その他

男性職員 0人

女性職員 0人

計 0人

取得者数
要介護者の別

（令和元年度）

（令和元年度）

男性職員 0人 0人 0人 0人

女性職員 0人 0人 0人 0人

計 0人 0人 0人 0人

修学部分休業

取得者数

高齢者部分休業

取得者数

配偶者同行休業

取得者数

自己啓発等休業

取得者数
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６ 職員の分限及び懲戒の状況 

 

 

７ 職員の服務の状況 

職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、全力で職務を遂行しなければならない。 

職員が職務を遂行するにあたり、守るべき義務は次のとおりである。 

 

 

 

８ 職員の退職管理の状況 

令和２年 3 月 31 日付けで退職した課長級以上の退職後の状況については、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免職 休職 降任 免職 停職 減給 戒告

件数 0件 5件 0件 0件 0件 0件 0件

区分
分限処分 懲戒処分

（令和元年度）

区分 内容

職務命令等に従う義務 職員は法令等に従い、かつ上司の命令に忠実に従わなければならない。

信用失墜行為の禁止
職員はその職の信用を傷つけ、または職全体の不名誉となる行為をしては

ならない。

守秘義務 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

職務専念義務
職員は法令上特別の定めがある場合を除くほか、勤務時間中全力で職務を

遂行しなければならない。

政治的行為の制限
職員は正当その他の政治的団体の結成に関与する等の政治的行為をしては

ならない。

争議行為等の禁止 職員は争議行為等が禁止されている。

営利企業等の従事制限 職員は許可を受けなければ、営利企業等に従事することができない。

人数

南和広域医療企業団で勤務 1人

企業団以外で就労 3人

0人

再

就

職

その他（不明含む）

退職後の状況
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９ 職員の研修並びに福祉及び利益の保護の状況 

（１） 職員の研修 

職員の職務遂行能力の向上及び各職種における専門的な医療技術を習得することを目的に、

各職種における職能団体等主催の研修会に参加し、研鑽を図っている。また院内での各種研修

会も開催している。 

 

（２） 職員の福利厚生制度 

当企業団では地方公務員法第４２条の規程に基づき、地方公共団体に義務付けられている福

利厚生制度を実施している。また、職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、奈

良県市町村職員共済組合に加入してる。 

① 福利厚生 

職員が入居する職員住宅を設置している。 

院内保育所を設置している。 

 

② 共済制度 

 

 

（３） 公務災害の認定状況 

 

 

（４） 労働安全衛生 

職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するため、労働安全衛生法等に基づき、

産業医及び衛生管理者等を選任し、定期的に衛生委員会を開催している。 

また、事業者責任として職員の健康状態を把握し、健康障害や疾病の早期発見を行うため、

定期健康診断、特定業務従事者健康診断及びストレスチェックを実施している。 

内容

　職員や被扶養者が病気やけがをしたとき、死亡したとき、出産したときなどに必要な

給付を行います。一般の健康保険制度等に相当する制度です。

○保険給付：療養の給付、出産費、埋葬料など

○休業給付：傷病手当金、育児休業手当金、介護休業手当金など

○災害給付：災害見舞金など

　職員が退職したとき、障害の状態になったとき、死亡したときに職員や遺族の生活の

支えとして必要な給付を行います。一般の厚生年金等に相当する制度です。

○退職共済年金：原則６５歳から支給

○障害共済年金・一時金：職員が在職中の病気やけがで障害の状態になったとき

○遺族共済年金：職員が死亡した時、遺族に支給

○保健事業：健康診断助成、保養宿泊施設など

○貸付事業：普通貸付、住宅貸付など

○貯金事業

短期給付

長期給付

共済組合

区分

区分 負傷 死亡

公務災害 19件 0件

通勤災害 0件 0件

（令和元年度）


